（第１号様式）

　　　　年　　月　　日　

（提出先）大阪府知事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人その他の団体にあっては

主たる事務所の所在地）
氏　 　　 名　　                           
（法人その他の団体にあっては

その名称、代表者の氏名）
補助金交付申請書
標題の補助金について交付を受けたいので、大阪府路線バス人材確保事業補助金交付要綱第５条の規定により、次のとおり申請します。

１　交付申請金額　　金　　　　　　　　　円
　　※別紙１の交付申請金額（D）を入力してください。事前登録申請時は、空欄にしてください。

２　振込先口座の情報　
	金融機関名
	銀行・信用金庫
信用組合・農協
	金融機関
コード
	
	
	
	

	支店名
	本店
支店
	支店
コード
	
	
	

	預金種目
	□普通預金　□当座預金
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	口座名義（カナ）
	


※口座名義は、法人の場合は当該法人名義の口座に限ります。口座情報を確認できる書類（通帳の写し等）を提出してください。
３　添付書類
（１）対象事業一覧及び交付申請額計算書（別紙１）
（２）暴力団等審査情報（別紙２）
（３）誓約・同意書（別紙３）
（４）国補助事業の申請に関する書類等
（５）見積書等（事業内容および消費税抜きの価格が分かるもの）
（６）その他、知事が必要と認める書類
　

	担当者
	（部署・氏名）

	連絡先
	（電話）　　　　　　　　（FAX）　　　　　　　（メール）
（住所）


（第１号様式　別紙３）
年　　月　　日
大阪府知事　様
誓約・同意書
私は、大阪府路線バス人材確保事業補助金の交付を受けるにあたって、下記の事項について誓約・同意します。
記
１．誓約事項
	１
	交付要件を全て満たしています。
	はい・いいえ

	２
	申請に必要な書類（本様式及びオンライン申請の場合のシステム入力項目含む）の記載内容及び添付資料に虚偽はありません。
	はい・いいえ

	３
	本申請と重複する補助金、助成金その他これらに類するものの交付を受けていません。また、大型自動車第二種運転免許取得のための教習や研修の受講者個人も、本申請と重複する補助金、助成金その他これらに類するものの交付を受けていません。
	はい・いいえ

	４
	大型自動車第二種運転免許の取得経費については、本補助金を活用する人材を採用後３か月以上継続して運転者として雇用します。
	はい・いいえ

	５
	暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団、同法第２条第６号に規定する暴力団員、大阪府暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団密接関係者です。
※「暴力団密接関係者」については、次の６～10も確認してください。
	はい・いいえ

	６
	自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
	はい・いいえ

	７
	暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
	はい・いいえ

	８
	暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
	はい・いいえ

	９
	暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
	はい・いいえ

	10
	（事業者においては、）次に掲げる者のうちに暴力団員又は上記６～９のいずれかに該当する者がいる。
・事業者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるか否かを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）
・支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織（以下「営業所等」という。）の業務を統括する者
・営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
・事実上事業者の経営に参加していると認められる者
	はい・いいえ

	11
	法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から１年を経過しない者である。
	はい・いいえ

	12
	公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第４９条に規定する排除措置命令又は同法第６２条第１項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から１年を経過しない者である。
	はい・いいえ

	13
	規則第２条第２号イ～ハまでのいずれかの該当の有無等に関して調査が必要となった場合には、大阪府が求める必要な情報又は資料を遅滞なく提出するとともに、その調査に協力し、調査の結果、該当することが判明した場合には、規則第１５条に基づき、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消されても、何ら異議の申し立てを行いません。
	はい・いいえ

	14
	暴力団等審査情報を、大阪府暴力団排除条例第２６条に基づき、大阪府警察本部に提供することに同意する。
	はい・いいえ


※５～12で「はい」に「○」を付けた場合、及び１～４、13、14で「いいえ」に「○」を付けた場合は、補助金の支給を受けることはできません。
２．同意事項
	１
	申請者氏名（法人名）・補助事業の概要の公表に応じます。
	はい・いいえ

	２
	申請内容に交付要件に該当しない事実や誓約事項を満たしていない事実、不正等が判明した場合は、本補助金の申請の取下げまたは全額の返還と違約金及び返還に要する費用の支払いに応じます。
	はい・いいえ

	３
	大阪府から本補助金に関する調査、報告または是正のための措置の求めがあった場合、これに応じます。また、申請内容に疑義があった場合に、大阪府が調査することに応じます。
	はい・いいえ

	４
	本補助金の審査・交付に関する事務に限り、提出された申請書類について、所管官庁等への申請情報等と照合することに同意します。
	はい・いいえ

	５
	交付または不交付に関する情報並びに申請書類に記載された情報について、税務情報として使用することがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報として提供することについて同意します。
	はい・いいえ

	６
	交付または不交付に関する情報並びに申請書類に記載された情報について、大阪府の他の補助金等の事業における審査、交付等の事務のために使用することがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政機関の実施する同趣旨の補助金等における審査・交付等の事務のために提供することについて同意します。
	はい・いいえ


※１～６で「いいえ」に「○」を付けた場合は、補助金の支給を受けることはできません。
事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本店所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（第２号様式）

（　　文　　書　　番　　号　）
　　　年　　　月　　　日　

様

大阪府知事　　　　　　　　　
交付決定通知書
　　年　　月　　日付けで申請のあった大阪府路線バス人材確保事業補助金については、大阪府補助金交付規則（以下「規則」という。）第５条第１項及び大阪府路線バス人材確保事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付します。
１　補助金の交付額　　　金　　　　　　　　　　円
２　補助金の交付の条件
（1） 交付決定の内容について変更・中止する場合は、速やかに知事の承認を受けること。

（2） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに知事に報告してその指示を受けること。

（3） 補助の交付の対象となった事業に関する書類は、事業完了後５年間保存すること。

（4） その他、規則及び要綱の規定を遵守すること。
３　その他

本通知の決定内容（交付の条件を含む。）に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に申請の取下げをすることができる。
（第３号様式）

　　（　文　書　番　号　）

　　年　　月　　日　

様

大阪府知事　　　　　　　　　
不交付決定通知書
　　年　　月　　日付けで申請のあった大阪府路線バス人材確保事業補助金については、次の理由により交付しないこととしたので、大阪府路線バス人材確保事業補助金交付要綱第６条第２項の規定により通知します。

　（交付しない理由）

（第４号様式）

　　年　　月　　日　

（提出先）大阪府知事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人その他の団体にあっては

主たる事務所の所在地）
氏　 　　 名　　                           

（法人その他の団体にあっては

その名称、代表者の氏名）
交付申請取下書
　　年　　月　　日付け大阪府指令　　第　　　　号にて通知のあった大阪府路線バス人材確保事業補助金の交付決定について、大阪府路線バス人材確保事業補助金交付要綱第７条の規定により申請を取り下げます。

１　補助金交付決定通知書を受け取った日　　　　　　　年　　月　　日

２　取下げの理由

（第５号様式）

　　年　　月　　日　

（提出先）大阪府知事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人その他の団体にあっては

主たる事務所の所在地）
氏　 　　 名　　                           

（法人その他の団体にあっては

その名称、代表者の氏名）
変更承認申請書
　　年　　月　　日付け大阪府指令　　第　　　　号にて補助金の交付決定を受けた内容について、大阪府路線バス人材確保事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により、次のとおり変更の承認を申請します。

　（変更の内容および理由）

（第６号様式）

　　年　　月　　日　

（提出先）大阪府知事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人その他の団体にあっては

主たる事務所の所在地）
氏　 　　 名　　                           

（法人その他の団体にあっては

その名称、代表者の氏名）
中止承認申請書
　　年　　月　　日付け大阪府指令　　第　　　　号にて補助金の交付決定を受けた内容について、大阪府路線バス人材確保事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により、次のとおり中止の承認を申請します。

　（中止の理由）

（第７号様式）
（文　　書　　番　　号）
　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　様
大阪府知事　　　　　　　
変更・中止承認通知書
　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました大阪府路線バス人材確保事業補助金変更・中止申請について承認しましたので、大阪府路線バス人材確保事業補助金交付要綱第９条第３項の規定により通知します。
（第８号様式）
（文　　書　　番　　号）
　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　様
大阪府知事　　　　　　　　　
事情変更による交付決定取消・変更通知書
　　　　年　　月　　日付け大阪府指令　　第　　　　号にて交付決定した大阪府路線バス人材確保事業補助金について、大阪府路線バス人材確保事業補助金交付要綱第10条の規定により、次のとおり取消・変更したので通知します。

１　取消し・変更の内容

２　取消し・変更の理由
（第９号様式）
　　年　　月　　日
（提出先）大阪府知事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人その他の団体にあっては

主たる事務所の所在地）
氏　 　　 名　　                           

（法人その他の団体にあっては

その名称、代表者の氏名）
遂行状況報告書
　　　年　　月　　日付け大阪府指令　　第　　　　号にて補助金の交付決定を受けた内容について、大阪府路線バス人材確保事業補助金交付要綱第11条の規定により次のとおり遂行状況を報告します。
１　遂行状況
２　その他参考となる事項
（第10号様式）

　　年　　月　　日　
（提出先）大阪府知事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人その他の団体にあっては

主たる事務所の所在地）
氏　 　　 名　　                           

（法人その他の団体にあっては

その名称、代表者の氏名）
実績報告書兼請求書
　　年　　月　　日付け大阪府指令　　第　　　　号にて補助金の交付決定を受けた内容について、大阪府路線バス人材確保事業補助金交付要綱第12条の規定により、次のとおり実績を報告するとともに補助金の交付を請求します。
１　補助金の請求金額　　　金　　　　　　　　　　円
　　※別紙１の請求金額（D）を入力してください。国補助事業の額確定前の場合は、空欄にしてください。
　　（内訳）
　　　　受領済額　　金　　　　　　　　　　円
　　　　今回請求額　　金　　　　　　　　　　円
２　添付書類

（1） 対象事業一覧及び請求金額計算書（別紙１）
（2） 教習受講者名簿（別紙２）（該当事業がある場合）
（3） 請求書及び領収書等の写し
ただし、事業の着手時期、事業の内容及び額の内訳、事業の完了および支払いが完了していることが分かるもの。通し番号を振り、別紙１と突合できるようにすること
（4） 国補助事業の額確定通知書の写し
（5） 国補助事業の完了実績報告書類（事業完了実績報告書鑑、実績報告書別紙、別添　事業実績、補助金額の算出明細）の写し
（6） その他知事が必要と認める書類
（第11号様式）

（　文　　書　　番　　号　）

　　年　　月　　日　

様

大阪府知事　　　　　　　　　
額確定通知書
　　年　　月　　日付け大阪府指令　　第　　　　号にて交付決定した大阪府路線バス人材確保事業補助金については、次のとおり補助金額を確定したので、大阪府路線バス人材確保事業補助金交付要綱第13条の規定により通知します。

　確定金額　　　金　　　　　　　　　　円
（第12号様式）

（　文　　書　　番　　号　）

　　　年　　　月　　日　

様

大阪府知事　　　　　　　　
交付決定取消通知書
　　年　　月　　日付け大阪府指令　　第　　　　号にて交付決定した大阪府路線バス人材確保事業補助金については、次のとおり交付決定を取り消したので、大阪府路線バス人材確保事業補助金交付要綱第14条第３項の規定により通知します。

１　取消しの内容

２　取消しの理由
（第13様式）
該当事項届出書
大阪府知事　様
私（当団体）は、大阪府補助金交付規則第２条第２号イ～ハに規定する次の各号のうち、第　号に該当する者となったので、本書面を届出ます。
１　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する「暴力団」をいう。）
２　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する「暴力団員」をいう。）
３　暴力団密接関係者（大阪府暴力団排除条例第２条第４号に規定する「暴力団密接関係者」をいう。）
４　法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から１年を経過しない者

５　公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第４９条に規定する排除措置命令又は同法第６２条第１項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から１年を経過しない者

年　　月　　日
住所（所在地）
（団体名）
氏名（代表者）　　　　　　　　　　　　
